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アルコール管理に関する 

IFALPA レターを航空局に提出 
 
 
昨年、IFALPA の HUPER、LEGAL それぞれの定例 Committee において、日本の、

特に日本航空における運航乗務員のアルコール管理の現状をめぐって議論があり、それらを

受けた IFALPA President からの本邦航空局宛のレターが作成されました。 
日乗連は 1 月 22 日、航空局担当部署である国土交通省安全部安全政策課乗員政策室

と面談を行い このレターを（ニュース末に原文添付）以下の通り説明し、直接提出しました。 
 
 
 

1. IFALPA は操縦士のアルコール、薬物の乱用に対し厳格で公正かつ安全重視の

対策が不可欠であるという立場であるが、現在の日本の状況は、国際標準と整

合せず、懸念を表明する。  
2. 肝機能に関するデータなど機密性の高い医療情報の使用は世界的に認められた

航空医学基準に反し、プロセスへの信頼を損なうことからアルコール依存のリ

スク者リストの作成し非臨床的に監視することの懸念を表明する。  
3. 世界的にアルコール薬物の検査で検知された場合、一時的に職務を外され調査

が実施されるが、すぐに懲戒処分とはならない。  
4. 乗員を処分することで健全化を図るのではなく、予防、支援、リハビリテーシ

ョンを優先することが有効であると実証されている。  
5. JAL、ANA で行われているピアサポートは歓迎される。また、JCAB がピアサ

ポートプログラムの支援をすることを推奨する。 
6. IFALPA はパイロットの権利、尊厳、福祉を守り続けるために航空局と協力す

る用意があり、いつでも話し合うことができる。 
 

 

 

航空局からはレター作成に至った経緯などいくつかの質問がありましたが、局もまた、ピ

アサポートや HIMS プログラムに関しては関心を持っており、今後も情報共有を図っていく

意向を確認しました。 
次頁 IFALPA レター全文 

  

     



 

 


